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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第20期

第３四半期累計期間
第19期

会計期間
自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日

自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日

売上高 (千円) 1,432,731 1,423,702

経常利益 (千円) 596,561 547,278

四半期(当期)純利益 (千円) 384,054 329,113

持分法を適用した場合の投資
利益

(千円) ― ―

資本金 (千円) 114,630 114,630

発行済株式総数 (株) 2,772,000 5,544

純資産額 (千円) 1,499,382 1,177,145

総資産額 (千円) 1,933,514 1,696,571

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 138.55 125.62

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― 11,000.00

自己資本比率 (％) 77.5 69.4
 

　

回次
第20期

第３四半期会計期間

会計期間
自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.74
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．当社は、第19期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第19期第３四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移は記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式はありますが、第19期事業年度末

及び第20期第３四半期会計期間末において当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。

６．当社は、平成28年２月29日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行っております。前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

なお、第19期の１株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しておりま

す。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、平成28年５月19日提出の有

価証券届出書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社

は、前第３四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析

は行っておりません。

 

(1）業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済対策などを背景に、企業収益や雇用情勢の改善

が継続し、個人の消費マインドも持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調で推進していた中、今年に

入ってから円高となり、日経平均株価も続落しました。日銀が金融緩和策を推進し、マイナス金利政策を導入する

ことで、企業が資金調達しやすい環境となりましたが、経営環境はより一層不透明感を増しております。

　当社の事業領域である中堅・中小企業のＭ＆Ａにおきましては、オーナー社長の高齢化に伴う後継者問題などを

背景に市場は拡大傾向にあります。内閣府の平成27年版高齢社会白書によると、日本国内の高齢者（65歳以上）の

人口は過去最高の3,300万人、高齢化率は26.0％と４人に１人が高齢者となっております。また中小企業庁の2016年

版中小企業白書概要によると、中小企業の経営者の高齢化は益々進んでおり、オーナー企業は社会的に後継者不在

の問題を抱え、その解決策としてＭ＆Ａによる事業承継への期待が年々高まっております。

　このような環境下、当社では、新規顧客の開拓のため、全国６か所（札幌、東京、名古屋、大阪、高松、福岡）

でセミナーを精力的に開催し、中堅・中小企業におけるＭ＆Ａの活用法と事例の紹介を行い、営業活動に取り組み

ました。

　また、関東信越税協連共済会、京都税理士協同組合及び公認会計士協同組合と業務提携をいたしました。税理士

事務所、公認会計士事務所にさらにネットワークを広げ、事業承継案件の開拓に取り組みました。

　一方、受託案件の増加に対応するため、当第３四半期累計期間においてＭ＆Ａコンサルタントを新たに８名採用

いたしました。　

　この結果、当第３四半期累計期間においては計29組の案件が成約し、売上高は1,432百万円、営業利益は595百万

円、経常利益は596百万円、四半期純利益は384百万円となりました。

　なお、当社はＭ＆Ａ仲介事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

　

(2）財政状態の分析

（資産の部）

当第３四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べ150百万円増加し、1,790百万円となりました。これ

は主として売掛金が46百万円減少したものの、現金及び預金が199百万円増加したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末の固定資産は、本社移転に係る敷金の増加87百万円等により前事業年度末に比べ86百万

円増加し、143百万円となりました。

（負債の部）

当第３四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ85百万円減少し、434百万円となりました。これは主

として短期借入金が150百万円及び賞与引当金が72百万円増加したものの、未払法人税等が137百万円減少したこと

によるものであります。

（純資産の部）

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ322百万円増加し、1,499百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金が配当により60百万円減少したものの、四半期純利益により384百万円増加したことによる

ものであります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000
 

 
 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年７月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,772,000 2,938,000
東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準株式であります。
また、１単元の株式数は100
株であります。

計 2,772,000 2,938,000 ― ―
 

(注) １．平成28年６月20日を払込期日とする公募増資により、発行済株式総数は166,000株増加しております。

２．当社株式は平成28年６月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。

 
 
(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年５月31日 ― 2,772,000 ― 114,630 ― 92,380
 

(注)　平成28年６月20日を払込期日とする公募増資により、発行済株式総数は166,000株増加し2,938,000株に、資本

金は262,678千円増加し377,308千円に、資本準備金は262,678千円増加し355,058千円となっております。
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式2,772,000 27,720

完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であ
ります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 2,772,000 ― ―

総株主の議決権 ― 27,720 ―
 

(注)　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成28年２月29日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成28年３月１日から平成28年

５月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年９月１日から平成28年５月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３  四半期連結財務諸表について

　　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

４　最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当四半期報告書は「企業内容等開示ガイドラインの24の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っ

ておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年８月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,525,121 1,724,124

  売掛金 62,500 16,308

  その他 52,567 50,129

  貸倒引当金 △378 △97

  流動資産合計 1,639,810 1,790,464

 固定資産   

  有形固定資産 9,628 8,554

  無形固定資産 1,115 897

  投資その他の資産 46,017 133,597

  固定資産合計 56,760 143,049

 資産合計 1,696,571 1,933,514

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 13,733 3,868

  短期借入金 ― 150,000

  未払法人税等 244,064 106,075

  賞与引当金 ― 72,537

  その他 261,628 101,649

  流動負債合計 519,426 434,131

 負債合計 519,426 434,131

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 114,630 114,630

  資本剰余金 92,380 92,380

  利益剰余金 965,949 1,289,020

  株主資本合計 1,172,959 1,496,030

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 4,185 3,351

  評価・換算差額等合計 4,185 3,351

 純資産合計 1,177,145 1,499,382

負債純資産合計 1,696,571 1,933,514
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

          (単位：千円)

          当第３四半期累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成28年５月31日)

売上高 1,432,731

売上原価 480,425

売上総利益 952,306

販売費及び一般管理費 356,658

営業利益 595,647

営業外収益  

 受取利息 165

 受取配当金 750

 その他 99

 営業外収益合計 1,014

営業外費用  

 支払利息 100

 営業外費用合計 100

経常利益 596,561

税引前四半期純利益 596,561

法人税、住民税及び事業税 218,119

法人税等調整額 △5,612

法人税等合計 212,506

四半期純利益 384,054
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

 
当第３四半期累計期間

(自　平成27年９月１日　至　平成28年５月31日)

(会計方針の変更)

有形固定資産の減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対

応報告第32号　平成28年６月17日)を当第３四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第３四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

 
当第３四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日)

減価償却費 3,953千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成28年５月31日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月24日
定時株主総会

普通株式 60,984 11,000 平成27年８月31日 平成27年11月25日 利益剰余金
 

 

２. 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、Ｍ＆Ａ仲介事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期累計期間

(自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　　138円55銭

(算定上の基礎)  

 四半期純利益金額(千円) 384,054

 普通株主に帰属しない金額(千円) ―

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 384,054

 普通株式の期中平均株式数(株) 2,772,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

 

(注) １．当社は、平成28年２月29日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行っております。当事業年度

の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式はありますが、当第３四半期会計期間末

において当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

１．公募による新株式の発行

当社は、平成28年６月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年

５月19日及び平成28年６月３日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行について決議しており、平

成28年６月20日に払込が完了いたしました。

この結果、資本金は377,308千円、発行済株式総数は2,938,000株となっております。

　

(１)募集方法　　　　　　　　　一般募集(ブックビルディング方式による募集)

(２)募集株式の種類及び数　　　普通株式　　 166,000株

(３)発行価格　　　　　　　　　１株につき　  3,440円

(４)引受価額　　　　　　　　　１株につき　3,164.80円

(５)資本組入額　　　　　　　　１株につき　1,582.40円

(６)発行価格の総額　　　　　　571,040千円

(７)引受価額の総額　　　　　　525,356千円

(８)資本組入額の総額　　　　　262,678千円

(９)払込期日　　　　　　　　　平成28年６月20日

(10)資金の使途　　　　　　　　事業拡大のための人材採用費及び営業活動費、営業支援システム及びＭ＆Ａ

専門情報サイトへの設備投資等、並びに本社事務所の移転、増床等における

設備投資資金に係る借入金の返済資金に充当する予定であります。

　

２．第三者割当増資

当社は上場にあたり、平成28年５月19日及び平成28年６月３日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式34,100株の

売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
 

(１)発行する株式の種類及び数　普通株式　　 34,100株

(２)割当価格　　　　　　　　　１株につき　3,164.80円

(３)資本組入額　　　　　　　　１株につき　1,582.40円

(４)割当価格の総額　　　　　　107,919千円

(５)資本組入額の総額　　　　　 53,959千円

(６)申込期日　　　　　　　　　平成28年７月20日

(７)払込期日　　　　　　　　　平成28年７月21日

(８)割当先　　　　　　　　　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

(９)資金の使途　　　　　　　　上記「１．公募による新株式の発行」の「(10)資金の使途」記載と同一であ

ります。

(10)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成28年７月12日

株式会社ストライク

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   塚原　克哲　　　　　   印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   佐藤　義仁　　　　　   印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ストラ

イクの平成27年９月１日から平成28年８月31日までの第20期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年３月１日から平

成28年５月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年９月１日から平成28年５月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ストライクの平成28年５月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年５月19日及び平成28年６月３日開催の取締役会において、

公募による新株式の発行について決議し、平成28年６月20日に払込が完了している。また、同取締役会において、第三

者割当増資による新株式の発行を決議している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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